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(57)【要約】
　歯科材料が、無機粒子又は有機ポリマービーズに施与された少なくとも１種の抗微生物
性作用物質を備え、当該物質は、前記粒子又は前記ポリマービーズに共有結合では結合さ
れていない。これにより、歯垢の付着を防止する歯科材料が得られる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無機粒子又は有機ポリマービーズに施与された、少なくとも１種の抗微生物性作用物質
を、歯科材料に抗微生物特性を付与するために用いる使用であって、
　前記作用物質は、前記粒子又は前記ポリマービーズに、双極子－双極子の相互作用、双
極子－誘起双極子の相互作用、誘起双極子－誘起双極子の相互作用の群から選択されるイ
オン性相互作用又はファンデルワールス力によって、吸着又は結合されており、
　前記歯科材料は、複合材料、補綴用ベース材料、接着剤、塗料、及び封止剤の群から選
択される、前記使用。
【請求項２】
　前記無機粒子が、歯科用充填材である、請求項１に記載の歯科材料。
【請求項３】
　前記歯科用充填材が、バリウム－アルミニウム－ケイ酸塩－ガラス、ＳｉＯ2、ＺｒＯ2

、及びＹｂＦ3から成る群に属する、請求項２に記載の歯科材料。
【請求項４】
　前記作用物質が、イミノピリジニウム誘導体、オクテニジン塩、デカリニウム塩、サン
ギナリン、及びＡｋａｃｉｄ（登録商標）から成る群に属することを特徴とする、請求項
１から３までのいずれか１項に記載の歯科材料。
【請求項５】
　前記無機担体物質若しくは前記有機担体物質の直径が、５０μｍ未満であることを特徴
とする、請求項１から４までのいずれか１項に記載の歯科材料。
【請求項６】
　前記無機担体物質若しくは前記有機担体物質の直径が、１０μｍ未満であることを特徴
とする、請求項１から５までのいずれか１項に記載の歯科材料。
【請求項７】
　前記無機担体物質若しくは前記有機担体物質の直径が、２μｍ未満であることを特徴と
する、請求項１から６までのいずれか１項に記載の歯科材料。
【請求項８】
　前記無機担体物質が、ＳｉＯ2から成ることを特徴とする、請求項１から７までのいず
れか１項に記載の歯科材料。
【請求項９】
　前記無機担体物質が、ＳｉＯ2と、さらなる重金属酸化物、例えばＺｒＯ2とから成るこ
とを特徴とする、請求項１から８までのいずれか１項に記載の歯科材料。
【請求項１０】
　前記無機担体物質が、歯科用ガラスから成ることを特徴とする、請求項１から９までの
いずれか１項に記載の歯科材料。
【請求項１１】
　前記担体物質がさらに、可溶化のために官能化された表面を有することを特徴とする、
請求項１から１０までのいずれか１項に記載の歯科材料。
【請求項１２】
　前記有機担体物質が、ＰＭＭＡ、又はメタクリレートコポリマーから成ることを特徴と
する、請求項１から１１までのいずれか１項に記載の歯科材料。
【請求項１３】
　添加剤が最大で６質量％、又は最大で３質量％存在することを特徴とする、請求項１か
ら１２までのいずれか１項に記載の歯科材料。
【請求項１４】
　前記歯科材料中に、さらに別の抗微生物性成分が均質に分配されていることを特徴とす
る、請求項１から１３までのいずれか１項に記載の歯科材料。
【請求項１５】
　前記さらなる抗微生物性成分が、モノカチオン性の殺菌剤、ジカチオン性の殺菌剤、オ
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リゴマー若しくはポリマーのカチオン性殺菌剤、及び殺菌性重金属化合物から成る群に属
することを特徴とする、請求項１４に記載の歯科材料。
【請求項１６】
　前記歯科材料中に、さらに別の抗微生物性成分が均質に分配されており、ここで特にモ
ノカチオン性の殺菌剤、ジカチオン性の殺菌剤、オリゴマー若しくはポリマーのカチオン
性殺菌剤、及び殺菌性重金属化合物が含まれていてよいことを特徴とする、請求項１から
１５までのいずれか１項に記載の歯科材料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、抗微生物性が付与された歯科材料、とりわけ歯垢付着防止用の前記歯科材料
に関する。
【０００２】
　口の中に入れて継続的に存在し続けるポリマー製歯科材料、特にアクリレート／メタク
リレートベースのものは、口腔衛生が不足すると、材質表面に歯垢が堆積する。
【０００３】
　歯垢は、様々な細菌及び酵母から構成され、この歯垢はタンパク質及び炭化水素によっ
て、歯又は歯科材質のような表面に強固に固定される。そうするとこの最初の細菌層にさ
らなる細菌がたまり、これにより三次元的なコロニーが形成される。細菌が放出する特定
の物質によって、この「菌膜」は、抗生剤に対してほぼ無敵になる。
【０００４】
　衛生的な観点の他に、歯垢は近年の研究によれば、激しい着色にもつながり、このため
美観的な問題も引き起こす。
【０００５】
　従来技術
　歯科材質での歯垢堆積を避けるため、様々な可能性が考慮される：殺菌剤の使用、例え
ばポリ（エチレングリコール）ベースのタンパク質拒絶性表面、又は細菌の材料への付着
を困難にする、歯科材質の疎水性被覆である。
【０００６】
　第四級アンモニウム塩を、抗微生物性添加剤として用いることは、以前から公知である
。よって例えば、官能基として第四級アンモニウム基を有するシランが、Microbeshield
社から製造されており、フィルター、テキスタイル、及び包帯に抗細菌性を付与するため
に市販されている。GB 1433303 Aには、プラスチック用の充填粒子が記載されているが、
当該粒子はシラン化されており、かつ第四級アンモニウム塩で被覆されたものである。こ
のように処理された珪藻土又は熱分解法ケイ酸は、例えば木材被覆、封止材料、カテーテ
ル、又はテキスタイル繊維で用いることが提案されている。
【０００７】
　さらに、カチオン性オリゴマーがベースの添加剤（Akacid（登録商標）、ＰｏＣ社）、
並びに銀含有添加剤（銀含有ガラス、塩、ゼオライト（US 6,436,422 B1））は、公知で
ある。このような被覆をナノメーター範囲で充填材粒子（歯科材質に慣用のもの）に塗布
すれば、咀嚼による栄養摂取時に、自然なプロセスに比較して、摩擦安定性が低い材料が
生じる。このため、こうして作製された歯科用塗料又は穴埋め材料は、繰り返し塗布する
か、又はタンパク質拒絶層としては通常用いられない。ミクロスケール又はナノスケール
で金属の銀を用いる場合には、歯肉イミテーション、充填物、見かけ、若しくは人工歯用
材料自体によって、自然な着色が保証されない。銀含有材料は使用される貴金属の粒径に
よって、黄色～灰色っぽく着色される。
【０００８】
　JP 10025218 Aは、抗微生物性基含有ポリマー層で被覆された無機充填材を記載してい
る。この層は、ホスホニウム基又は第四級アンモニウム基を有する適切な（メタ）アクリ
レートモノマーを重合させることにより得られる。
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【０００９】
　DE 10 2005 042 078 A1によれば、歯科用充填体を、抗微生物性に作用する多糖類で被
覆する。多糖類で被覆されたこのような充填体は、さらなるポリマーで包み込まれる（４
ｐ、段落００３４）。多糖類のキトサンには、ポリマーへの重合導入を可能にするため、
さらにＣ－Ｃ二重結合が１つ導入される（ｐ４、段落００３７）。これに応じてキトサン
は、充填体に共有結合で結合される（ｐ５、段落００４７）。
【００１０】
　課題の設定
　本発明の課題は、歯科材料の製品特性に否定的な影響を与えることなく、歯科材質への
歯垢の付着を持続的に防止若しくは遅らせる方法を提供することである。
【００１１】
　ここでは、以下の中心的な要求が重要となり、これらのうち、複数が満たされるべきで
あった：
・バルク材料中、及び材料表面での作用物質の均質な分配が保証されるべきであった。つ
まり、点状の分布がないということである。
・材質は、作用物質放出後に、小孔や大孔を有してはならない。このことは、美観的な理
由からも重要である。なぜならば、あらゆる隙間の形成は、歯垢の新たな堆積の出発点だ
からである。
・表面での作用物質の不活性化が、困難になっているべきである。このことは、バルク材
料から作用物質が事後的に拡散することにより、適切に達成される。
・典型的な口腔病原菌に対して、作用範囲が幅広いこと（グラム陽性細菌にも、グラム陰
性細菌に対しても殺細菌性）。
・場合により、さらなる殺真菌特性。
・作用物質は、徐放性であるべきである。
・作用物質は、着色も香りもないのが望ましい。
・作用物質は、抗微生物性がもたらされるが、毒性又は刺激／知覚可能な作用が現れない
ほどの放出速度を有するのが望ましい。
・作用物質は、生成物の重合を妨害しないべきであり、材質特性に否定的な影響を与えて
はならず、相分離（可塑化作用）を起こしてはならない。
・作用物質は、典型的な口腔病原菌に対して、ほとんど抵抗させない。
・成層及び硬化反応の間に、モノマー、充填材、開始剤、安定剤、着色剤との化学反応を
起こしてはならない。
【００１２】
　上記課題は、請求項１に記載の構成によって解決される。さらなる実施態様は、請求項
２～１４から読み取ることができる。
【００１３】
　好ましい作用物質は、以下のものである：
　出典：Majic-Todt, Ante, Dissertation 2003,「Pruefung von Lavasept(R) auf antis
eptische Aktivitaet und Plaquehemmung」
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【表１】

【００１４】
　本発明の構成は、充填複合材、美観用複合材、義歯材質、人工歯、成形材料、保護塗料
、穴埋め材料、象牙質接合剤といったものの中で、又はこれらものとして使用するのに、
また獣医学における蹄材料に適している。
【００１５】
　本発明による抗細菌性が付与された材料を製造するためには、目的に応じて、作用物質
を適切な溶剤に溶解させ、この溶液を無機充填物質若しくは有機ポリマーと混合し、それ
から残分が無いように溶剤を除去する。
【００１６】
　本発明による歯科用複合材では特に、メタクリレート及びアクリレートの群から選択さ
れる、ラジカル重合可能なモノマーを使用する：
　歯科材料に適切な粘稠性樹脂／モノマーとして知られているのは、ポリウレタンジメタ
クリレート（ＰＵＤＭＡ）、ジウレタンジメタクリレート（ＤＵＤＭＡ）、及び／又はポ
リカーボネートジメタクリレート（ＰＣＤＭＡ、２部のヒドロキシアルキルメタクリレー
トと、１部のビス（クロロホルメート）とから得られる縮合生成物、例えばUS 5,276,068
及び 5,444,104に記載のもの）、さらにエトキシ化されたビスフェノールＡジメタクリレ
ート（ＥＢＰＤＭＡ、例えば6,013,694に記載のもの）、及び特にビス－ＧＭＡ（Bowen M
onomer）である。
【００１７】
　希釈モノマーは、粘稠性低下のため、また濡れ性に影響を与えるために使用される。適
切な例は、ヒドロキシアルキル（メタ）アクリレート、例えば２－ヒドロキシエチル（メ
タ）アクリレート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、及び４－ヒドロキシ
ブチル（メタ）アクリレート；エチレングリコール単位含有（メタ）アクリレート、例え
ばエチレングリコールメタクリレート、ジエチレングリコールメアクリレート、トリエチ
レングリコールジメタクリレート、及びテトラエチレングリコールジメタクリレート；ジ
オール－ジメタクリレート、例えば１，４－ブタンジオールジ（メタ）アクリレート、ド
デカンジオールジ（メタ）アクリレート、及び１，６－ヘキサンジオールジ（メタ）アク
リレート、なかでも、１，６－ヘキサンジオールジメタクリレート（ＨＤＤＭＡ）が特に
適切である。さらなる適切なモノマーは、例えばポリエチレングリコールモノ（メタ）ア
クリレート；グリセロールジ（メタ）アクリレート；トリメチロールプロパンジ（メタ）
アクリレート；ペンタエリトリトールトリ（メタ）アクリレート；フェニルグリシジルエ
ーテルの（メタ）アクリレートである。トリ（エチレングリコール）ジメタクリレート（
ＴＥＧＤＭＡ）が、特に好ましい。
【００１８】
　希釈モノマーの使用量、及び粘稠性樹脂の使用量は、広い範囲で変動し、歯科材料に対
して１～７０質量％で変わり得る。
【００１９】
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　架橋剤は例えば、最終強度を向上させるために添加する：
　二官能性（メタ）アクリレート架橋剤としてはとりわけ、架橋性の二官能性若しくは多
官能性アクリレート又はメタクリレート、例えばビスフェノールＡ－ジ（メタ）アクリレ
ート、ビス－ＧＭＡ（メタクリル酸と、ビスフェノールＡ－ジグリシジルエーテルとから
得られる付加生成物）、ＵＤＭＡ（２－ヒドロキシエチルメタクリレートと、２，２，４
－トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート）、ジ－、トリ－、若しくはテトラエチレ
ングリコールジ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレー
ト、ペンタエリトリットテトラ（メタ）アクリレート、並びに１，４－ブタンジオールジ
（メタ）アクリレート、１，１０－デカンジオールジ（メタ）アクリレート、又は１，１
２－ドデカンジオールジ（メタ）アクリレートである。
【００２０】
　また、収縮性が低い公知のラジカル開環重合可能なモノマー、例えば単官能性若しくは
多官能性のビニルシクロプロパン又は二環式のシクロプロパンアクリレート誘導体（DE 1
96 16 183 C2若しくはEP 03 022 855参照）、又は環式のアリルスルフィド（US 6,043,36
1又はUS 6,344,556参照）を添加混合するのが有利なことがあり、これらはさらに、上述
のジ（メタ）アクリレート架橋剤との組み合わせでも使用できる。開環重合可能なモノマ
ーとして好ましいのは、ビニルシクロプロパン、例えば１，１－ジ（エトキシカルボニル
）－２－ビニルシクロプロパン若しくは１，１－ジ（メトキシカルボニル）－２－ビニル
シクロプロパン、又は、１－エトキシカルボニル－２－ビニルシクロプロパンカルボン酸
若しくは１－メトキシカルボニル－２－ビニルシクロプロパンカルボン酸と、エチレング
リコール、１，１，１－トリメチロールプロパン、１，４－シクロヘキサンジオール、又
はレゾルシンとのエステルである。好ましい二環式シクロプロパン誘導体は、２－（ビシ
クロ［３．１．０］ヘキシ－１－イル）アクリル酸メチルエステル若しくはそのエチルエ
ステル、又はこれらの３位での置換生成物、例えば（３，３－ビス（エトキシカルボニル
）ビシクロ［３．１．０］ヘキシ－１－イル）アクリル酸メチルエステル、若しくはその
エチルエステルである。好ましい環式アリルスルフィドはとりわけ、２－（ヒドロキシメ
チル）－６－メチレン－１，４－ジチエパン又は７－ヒドロキシ－３－メチレン－１，５
－ジチアシクロオクタンと、２，２，４－トリメチルヘキサメチレン－１，６－ジイソシ
アネート又は不斉ヘキサメチレンジイソシアネート三量体のDesmodur（登録商標）VP IS 
2294（Bayer AG）との付加生成物である。
【００２１】
　適切なのはまた、例えばDE102007035734A1に記載されているような、一般式（Ｉ）に相
応するカチオン重合可能なカリックスアレーンである。
【００２２】
　収縮が少ないカチオン性開環重合可能なモノマーは例えば、グリシジルエーテル、又は
脂環式エポキシド、環式ケテンアセタール、スピロオルトカーボネート、オキセタン、又
は二環式オルトエステルである。
【００２３】
　その例は、２－メチレン－１，４，６－トリオキサスピロ［２．２］ノナン、３，９－
ジメチレン－１，５，７，１１－テトラオキサスピロ［５．５］ウンデカン、２－メチレ
ン－１，３－ジオキセパン、２－フェニル－４－メチレン－１，３－ジオキソラン、ビス
フェノール－Ａ－ジグリシジルエーテル、３，４－エポキシ－シクロヘキシルメチル－３
，４－エポキシシクロヘキサンカルボキシレート、ビス（３，４－エポキシシクロヘキシ
ルメチル）アジペート、ビニルシクロヘキセンジオキシド、３－エチル－３－ヒドロキシ
メチルオキセタン、１，１０－デカンジイルービス－（オキシメチレン）－ビス－（３－
エチルオキセタン）、又は３，３－（４－キシリレンジオキシ）－ビス－（メチル－３－
エチルオキセタン）、若しくはEP 0 879 257 B1で挙げられたさらなるエポキシドである
。カチオン重合可能なマトリックス系として適しているのはまた、ケイ酸ポリ縮合体であ
って、例えばシランの加水分解縮合によりカチオン重合可能な基、好ましくは例えばエポ
キシド基、オキセタン基、若しくはスピロオルトエステル基を有するものである。このよ



(7) JP 2013-501011 A 2013.1.10

10

20

30

40

50

うなケイ酸ポリ縮合体は例えば、DE 41 33 494 C2又はUS 6,096,903に記載されている。
【００２４】
　ラジカル重合可能なモノマーをベースとする本発明による歯科材料は、公知のラジカル
開始剤と、重合させることができる（Encyclopedia of Polymer Science and Engineerin
g, Vol. 13, Wiley-Intersci. Pub., New York etc. 1988, 754pp参照）。
【００２５】
　ＵＶ線又は可視波長に特に適した光開始剤（J. P. Fouassier, J. F. Rabek (Hrsg.), 
Radiation Curing in Polymer Science and Technology, Vol. II, Elsevier Applied Sc
ience, London and New York 1993参照）、例えばベンゾインエーテル、ジアルキルベン
ジルケタール、ジアルコキシアセトフェノン、アシルホスフィンオキシド、ビスアシルホ
スフィンオキシド、α－ジケトン、例えば９，１０－フェナントレンキノン、ジアセチル
、フリル、アニシル、４，４’－ジクロロベンジル、及び４，４’－ジアルコキシベンジ
ル、並びにカンファーキノンが適している。
【００２６】
　さらにまた、アゾ化合物、例えば２，２’－アゾビス（イソブチロニトリル）（ＡＩＢ
Ｎ）、若しくはアゾビス－（４－シアン吉草酸）、又は過酸化物、例えば過酸化ジベンゾ
イル、過酸化ジラウロイル、ｔｅｒｔ－ブチルペルオクトエート、ｔｅｒｔ－ブチルペル
ベンゾエート又はジ（ｔｅｒｔ－ブチル）ペルオキシドも使用できる。熱硬化用の開始剤
として、ベンゾピナコール、及び２，２’－ジアルキルベンゾピナコールが適している。
【００２７】
　過酸化剤又はα－ジケトンによる開始を加速させるためにしばしば、これらと芳香族ア
ミンを組み合わせる。既に言及したレドックス系：ベンゾイルペルオキシド又はカンファ
ーキノンと、アミン、例えばＮ，Ｎ－ジメチル－ｐ－トルイジン、Ｎ，Ｎ－ジヒドロキシ
エチル－ｐ－トルイジン、ｐ－ジメチルアミノコハク酸エチルエステル、又は構造的に近
縁の系との組み合わせ。さらにはまた、過酸化物、及び還元剤（例えばアスコルビン酸、
バルビツール酸系、又はスルフィン酸）とから成るレドックス系が適している。
【００２８】
　カチオン重合可能なモノマーがベースの本発明による歯科材料は、公知のカチオン性光
開始剤によって、特にジアリールヨードニウム塩、又はトリアリールスルホニウム塩によ
って、適宜、適切な増感剤（例えばカンファーキノン）の存在下で、硬化させることがで
きる。可視光範囲での増感剤としてのカンファーキノン又はチオキサントンとともに使用
可能な適切なジアリールヨードニウム塩の例は、市販で慣用の４－オクチルオキシ－フェ
ニル－フェニル－ヨードニウムヘキサフルオロアンチモネート、又はイソプロピルフェニ
ル－メチルフェニル－ヨードニウムテトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボレートであ
る。
【００２９】
　本発明による歯科材料はさらに、１種又は数種の充填材を含有することができ、この充
填材は好適には、有機又は無機の微粒子状充填材である。好ましい無機微粒子状充填材は
、酸化物をベースとする非晶質の球形ナノ粒子状充填材、例えば熱分解法ケイ酸、又は沈
降ケイ酸、ＺｒＯ2、及びＴｉＯ2、又は、平均粒子直径が１０～２００ｎｍの、ＳｉＯ2

、ＺｒＯ2、及び／又はＴｉＯ2とからの混合酸化物、ミニフィラー、例えば平均粒子直径
が０．２～５［ｍｕ］ｍの、石英粉末、ガラスセラミック粉末、又はガラス粉末、並びに
レントゲン不透性の充填材、例えばフッ化イッテルビウム、又はナノ粒子状のタンタル（
Ｖ）酸化物若しくは硫酸バリウムである。さらにはまた、繊維状の充填材、例えばガラス
繊維、ポリアミド繊維、又は炭素繊維が使用できる。
【００３０】
　最後に、本発明による歯科材料には、必要であればさらなる添加剤を添加することがで
き、その例は例えば、安定剤、ＵＶ吸収材、着色剤、又は顔料、並びに溶剤、例えば水、
エタノール、アセトン、若しくは酢酸エチル、又は潤滑剤である。
【００３１】
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　ここで本発明による歯科材料は、使用目的に応じて、好適には以下の成分から構成され
ている。
【００３２】
　本発明による歯科用セメントは好ましくは、以下の（ａ）～（ｅ）を含む：
（ａ）式（Ｉ）に記載の重合可能な少なくとも１種のカリックスアレーンを、０．５～３
０質量％、特に好ましくは０．５～２０質量％、
（ｂ）開始剤を０．０１～２質量％、特に好適には０．０１～１．５質量％、
（ｃ）少なくとも１種のさらなるカチオン重合及び／又はラジカル重合可能なモノマー、
及び／又は１種の開環重合可能なさらなるモノマー、好ましくは多価官能性（メタ）アク
リレートを１～３０質量％、好ましくは５～２０質量％、
（ｄ）充填材を５～７０質量％、特に好ましくは１０～６０質量％、
（ｅ）添加剤を０．０１～５質量％、好ましくは０．０１～２質量％、特に好ましくは０
．０１～１質量％、
ここで各成分の合計は、常に１００％となる。
【００３３】
　本発明による充填複合材は好ましくは、以下の（ａ）～（ｅ）を含む：
（ａ）式（Ｉ）に記載の重合可能な少なくとも１種のカリックスアレーンを、０．５～３
０質量％、特に好ましくは０．５～２０質量％、
（ｂ）開始剤を０．０１～５質量％、好ましくは０．０１～２質量％、特に好ましくは０
．０１～１．５質量％、
（ｃ）少なくとも１種のさらなるカチオン重合及び／又はラジカル重合可能なモノマー、
及び／又は少なくとも１種の開環重合可能なさらなるモノマー、特に好ましくは多価官能
性（メタ）アクリレートを１～３０質量％、好ましくは５～２０質量％、特に好ましくは
５～１５質量％、
（ｄ）充填材を５～８５質量％、特に好ましくは１０～８０質量％、
（ｅ）添加剤を０．０１～５質量％、好ましくは０．０１～３質量％、特に好ましくは０
．０１～２質量％、
ここで各成分の合計は、常に１００％となる。
【００３４】
　本発明による被覆材料は好ましくは、以下の（ａ）～（ｆ）を含む：
（ａ）式（Ｉ）に記載の重合可能な少なくとも１種のカリックスアレーンを、１～７０質
量％、特に好ましくは１～５０質量％、
（ｂ）開始剤を０．０１～５質量％、好ましくは０．０１～２質量％、特に好ましくは０
．０１～１．５質量％、
（ｃ）少なくとも１種のさらなるカチオン重合及び／又はラジカル重合可能なモノマー、
及び／又は少なくとも１種の開環重合可能なさらなるモノマー、特に好ましくは少なくと
も１種の多価官能性（メタ）アクリレートを５～７０質量％、好ましくは５～６０質量％
、特に好ましくは５～５０質量％、
（ｄ）充填材、好ましくはナノ粒子状充填材を１～３０質量％、特に好ましくは３～２０
質量％、特に好ましくは３～１５質量％、
（ｅ）添加剤を０．０１～５質量％、好ましくは０．０１～３質量％、特に好ましくは０
．０１～２質量％、極めて特に好ましくは、０．０１～１質量％、
（ｆ）溶剤を０～７０質量％、特に好ましくは０～３０質量％、
ここで各成分の合計は、常に１００％となる。
【００３５】
　本発明による歯科用接着剤は好ましくは、以下の（ａ）～（ｆ）を含む：
（ａ）式（Ｉ）に記載の重合可能な少なくとも１種のカリックスアレーンを、０．５～５
０質量％、特に好ましくは１．０～３０質量％、
（ｂ）少なくとも１種の開始剤を０．０１～５質量％、特に好ましくは０．０１～２質量
％、
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（ｃ）少なくとも１種のさらなるカチオン重合及び／又はラジカル重合可能なモノマー、
及び／又は少なくとも１種の開環重合可能なさらなるモノマー、特に好ましくは少なくと
も１種の多価官能性（メタ）アクリレートを５～７０質量％、好ましくは５～６０質量％
、
（ｄ）充填材を０～３０質量％、特に好ましくは３～２０質量％、
（ｅ）添加剤を０．０１～５質量％、好ましくは０．０１～３質量％、
（ｆ）溶剤を、０～５０質量％、特に好ましくは０～２０質量％、
ここで各成分の合計は、常に１００％となる。
【００３６】
　本発明による補綴用ベース材料は好ましくは、メタクリレートベースのものである。補
綴用ベース材料に望ましい特性については、例えば高い架橋度によって、又は耐衝撃性改
善剤（例えばポリブタジエンポリマー）の添加によって追求されており、例えばEP 1 702
 633 A2に記載されている。補綴用ベース材料は、歯肉に似た印象を作り出すための慣用
の顔料を含有する。
【００３７】
　人工歯のための材料は、上記充填材料によく似た要求の下にあり、このため同一の成分
から成る。
【００３８】
　蹄用材料は、補綴用ベース材料に似て二成分系の自己硬化性プラスチックであり、これ
は有蹄動物の蹄欠損修理用に使用されるものである。
【００３９】
　耳形成に適した材料は、歯科用成形材料にも使用されるものである。これはたいてい、
付加架橋性若しくは縮合架橋性のシリコーン材料であり、例えばEP 1 374 915 A2に記載
されている。
【００４０】
　以下の実施例は、本発明をより詳細に説明するものである。部とパーセントの表示は、
特に記載がない限り、上記の発明の詳細な説明と同様に、質量に対するものである。
【００４１】
　実施例１：抗微生物特性を備える粒子
　オクテニジン－ジヒドロクロリド３ｇをエタノール９７ｇに溶解させる。この溶液にア
エロジルOX50　８ｇを加え、室温で激しく撹拌する。約４０～４５℃にやや加熱すること
によって、さらなる撹拌下で、溶剤の大部分を除去する。完全な除去は、減圧下（約１～
１０ｍｂａｒ）でやや加熱することによって達成される。
【００４２】
　実施例２：実施例１に記載の粒子による歯科材料
　ビス－ＧＭＡ及びTEDMAから、やや加熱しながら、かつ軽く撹拌しながら、７０／３０
の混合物を製造する。通常の光開始剤、及び安定剤、並びに粒径が～１μｍの歯科用ガラ
ス６５質量％を添加する。レオロジーを調整するために、オクテニジン－ジヒドロクロリ
ドで処理した熱分解法ケイ酸アエロジルOX50を８質量％添加する。さらに、必要に応じて
、色調整のために着色顔料を計量供給する。
【００４３】
　これにより、抗微生物性特性を有する歯科材料が得られる。
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